
 

 

 

 

                  報道発表資料の配付日時 ６月 27 日（金）11 時 00 分  

発 表 項 目 

（ 行 事 名 ） 

＜今年度の振興局職員の副業活動を開始します＞ 

ナナイロひだかサポーター制度による副業活動の開始について 

記者レクチャー 

の お 知 ら せ 

(実施日時) 発 表 者  

発表場所  

概 要 

 日高振興局では、一次産業を中心とした担い手不足解消の一助とするため、

令和４年度から「ナナイロひだかサポーター制度（以下「サポーター制度」

という。）」を運営し振興局職員の副業活動に取り組んでいます。今年度は

６月 28 日（土）から振興局職員の副業活動を開始しますので、お知らせしま

す。 

記 

１ サポーター制度とは 

  一次産業を中心とした担い手不足解消の一助とするため、令和４年度か

ら振興局職員が副業活動等を通じて、地域社会への貢献をめざす制度です。 
 
２ サポーター登録者及び副業活動従事予定者（令和７年 6 月 27 日現在） 

  サポーター登録者数 102 名（うち 38 名が副業活動に従事予定） 
 
３ 受入事業者 

  深澤昆布（浦河町井寒台地区昆布漁業者） 

※ ６月 28 日(土)６時より昆布干し作業で副業活動を開始します。 
 
４ その他 

  今年度は、昆布干しやいちご農園のほか、厩舎の清掃・ブラッシング、

ミニトマト収穫にも従事し、浦河町のほか新ひだか町、平取町でも副業活

動を行う予定です。（活動開始の際に別途お知らせします。） 

 

参 考 

〈令和６年度の副業活動受入先〉 

いちご農園(４事業者(浦河町))、昆布干し(１事業者（様似町）)、軽種馬生産 

(２事業者(様似町、新ひだか町))、ミニトマト農園(１事業者(新ひだか町)) 

※ 副業従事者数：27 名 

 

報 道 ( 取 材 ) 

に 当 た っ て 

の お 願 い 

 

他 の ク ラ ブ 

と の 関 係 

同 時 配 付 

同 時 レ ク 

(場所) 

 

担 当 

（ 連 絡 先 ） 

日高振興局地域創生部地域政策課  

 地域政策課長 井神 淳（電話：0146-22-9070） 

 地域振興係長 西 浩彰（電話：0146-22-9073） 

 

6／27（金）の発表 

 


